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東
浦
町
の

こ
ん
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た

議案
番号 議　案　名 結果

同意18 教育委員会委員の任命について 同意
報告

９～12 損害賠償額の決定及び和解について

報告13 令和４年度東浦町健全化判断比率及び資金不足比率について

認定3 令和４年度東浦町土地取得特別会計決算の認定について

認定認定5 令和４年度東浦町水道事業会計決算の認定について

認定6 令和４年度東浦町下水道事業会計決算の認定について

議案30 令和５年度東浦町一般会計補正予算（第６号）

可決

議案31 令和５年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

議案32 令和５年度東浦町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案33 令和５年度東浦町一般会計補正予算（第７号）

議案34 令和５年度東浦町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
意見書 
案１

定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及
び拡充を求める意見書

―  議員派遣

全会一致で決定した案件

賛否が分かれた案件

PickUp
1

PickUp
3

PickUp
2

９
月
４
日
～
25
日

９
月
定
例
会

※「議」は議長（採決に加わらない）、○は賛成、●は反対

９月定例会の概要

議案
番号 議　案　名 結果

親和会 清流会 公明党東浦 庶民
倶楽部

日本共産党
ひがしうら

町民
ファーストの会 高志会

鏡
味　
昭
史

山
下　
享
司

間
瀬　
元
明

前
田　
明
弘

大
川　
　
晃

北
野　
興
地

三
浦　
雄
二

水
野　
久
子

間
瀬　
宗
則

久
松　
純
志

秋
葉
富
士
子

赤
川　
操
恵

山
田　
眞
悟

杉
下
久
仁
子

長
坂　
知
泰

森　
　
靖
広

認定1 令和４年度東浦町一般会計決算の認定について 認定 議○○○○○○○○○○○〇●○○

認定2 令和４年度東浦町国民健康保険事業特別会計決
算の認定について 認定 議○○○○○○○○○○○●●○○

認定4 令和４年度東浦町後期高齢者医療特別会計決算
の認定について 認定 議○○○ ○○○○○○○○●●○○

議案29
東浦町行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律に基づく個人
番号の利用に関する条例の一部改正について

可決 議○○○○○○○○○○○○●○○

本会議【開会】
町から議案について説明。

９
４ 本会議【一般質問】

12人の議員が町政全般について質問。

本会議【議案質疑・委員会付託】
議員が議案について質疑。
議案審査を各常任委員会へ振り分け。

本会議・文教厚生員会・総務委員会【閉会】
議案33・34を追加上程・説明・議案質疑・委員会付託。３常任委員会委員長による
審査経過および結果報告・委員長報告への質疑。議案討論・採決。

P11～

常任委員会
３常任委員会で付託された
議案を審査。
委員会としての賛否を決定。

・総務委員会
・文教厚生委員会
・経済建設委員会

P８～９
14・15・19

９
７・８

９
12

９
25
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地
域
ク
ラ
ブ
、

来
年
１
月
か
ら
４
種
目
追
加
！

来
年
秋
予
定

マ
イ
ナ
保
険
証
の
情
報
連
携

定
数
改
善
計
画
の
早
期
策
定
・
実
施
と

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持

及
び
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

来
年
１
月
か
ら
の
ク
ラ

ブ
活
動
参
加
料
と
指
導
者

の
報
償
金
の
内
訳
は
。

参
加
料
は
、
令
和
４
年

度
の
各
種
目
の
部
員
の
半

数
が
参
加
と
見
込
み
、
計

１
８
４
人
の
１
ヵ
月
当
た

り
５
０
０
円
分
を
３
ヵ
月

分
計
上
。

　
報
償
金
は
、
吹
奏
楽
は
１

時
間
当
た
り
１
６
０
０
円
を

３
人
分
、
１
回
当
た
り
３
時

間
で
３
校
分
、
１
月
か
ら
３

月
ま
で
の
13
週
分
を
計
上
。

野
球
、
卓
球
等
の
３
種

目
の
指
導
者
報
償
も
同
様
の

積
算
で
計
上
し
て
い
る
。

吹
奏
楽
を
３
校
で
実
施

す
る
理
由
は
。

大
き
な
楽
器
の
運
搬
が

困
難
で
あ
る
こ
と
や
、
普
段

使
用
し
て
い
る
楽
器
を
使
え

QAQA

条
例
改
正
で
事
務
手
続

は
ど
う
変
化
す
る
か
。
ま

た
、
町
民
が
窓
口
へ
申
請

等
手
続
き
に
来
た
と
き
の

影
響
は
。

福
祉
医
療
制
度
の
受
給

者
証
の
発
行
事
務
等
で
、
健

康
保
険
証
で
行
っ
て
い
る
資

格
確
認
を
、
個
人
番
号
を
利

用
し
た
電
子
資
格
確
認
で
実

施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

町
民
の
方
へ
の
影
響
は
、

条
例
改
正
に
伴
う
も
の
は
な

い
。
国
の
方
針
に
基
づ
き
健

康
保
険
証
が
廃
止
さ
れ
る
た

め
、
現
在
、
福
祉
医
療
制
度

の
受
給
者
証
の
発
行
等
を
す

る
と
き
、
健
康
保
険
証
の
提

示
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
等
の
提
示
に
代
わ
る
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
。

QA

　
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち

が
夢
や
希
望
を
も
ち
、
健
や

か
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
は
、

す
べ
て
の
国
民
の
切
な
る
願

い
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
ど

も
た
ち
を
と
り
ま
く
教
育
課

題
は
依
然
と
し
て
解
決
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
特
別
な

支
援
や
日
本
語
教
育
を
必
要

と
す
る
子
ど
も
も
多
く
、
一

人
ひ
と
り
に
応
じ
た
適
切
な

支
援
を
行
う
た
め
の
十
分
な

時
間
が
確
保
で
き
な
い
等
の

課
題
も
あ
る
。

　
本
年
度
、
政
府
予
算
に
教

職
員
定
数
改
善
が
盛
り
込
ま

れ
た
が
、
施
策
と
し
て
は
不

十
分
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
す
べ
て
の

子
ど
も
た
ち
に
行
き
届
い
た

教
育
を
行
う
た
め
に
も
少
人

数
学
級
の
さ
ら
な
る
拡
充
を

含
め
た
定
数
改
善
計
画
の
早

る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た
め
。

吹
奏
楽
以
外
の
新
種
目

の
活
動
場
所
は
。

野
球
は
北
部
中
学
校
の

運
動
場
、
卓
球
は
東
浦
中
学

校
の
飛
翔
館
、
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
は
北
部
中
学
校
体
育
館
。

参
加
料
を
支
払
え
な
い

家
庭
等
へ
の
配
慮
は
。

準
要
保
護
家
庭
へ
は
参

加
料
の
支
払
い
免
除
を
実
施
。

QAQA

こ
の
議
会
で
提
案
す
る

理
由
は
。

個
人
番
号
を
利
用
し
た

情
報
連
携
を
実
施
す
る
に
は
、

個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
届

出
が
必
要
で
あ
り
、
届
出
後
、

審
査
等
に
10
ヵ
月
程
度
か
か

る
。
来
年
秋
の
健
康
保
険
証

廃
止
時
に
円
滑
に
事
務
を
進

め
る
た
め
、
今
回
の
議
会
で

提
案
し
た
。

QA

期
策
定
・
実
施
が
不
可
欠
で

あ
る
。

　
ま
た
、
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
制
度
の
国
庫
負
担
率
は
、

２
分
の
１
か
ら
３
分
の
１
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
ま
ま
で
あ

り
、
自
治
体
の
財
政
は
圧
迫

さ
れ
て
い
る
。
教
育
の
機
会

均
等
と
水
準
確
保
の
た
め
に
、

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

の
堅
持
と
と
も
に
、
国
庫
負

担
率
を
２
分
の
１
へ
復
元
す

る
こ
と
は
、
国
の
大
き
な
責

任
の
一
つ
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
来
年
度
の
政
府
予

算
編
成
に
十
分
な
教
育
予
算

の
確
保
を
要
望
す
る
。

提
出
先　
内
閣
総
理
大
臣
他

本
年
９
月
、
５
種
目（
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・
サ
ッ

カ
ー
・
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
・
剣
道
・
柔
道
）で
始
ま
っ

た
地
域
ク
ラ
ブ
。
来
年
１
月
、
４
種
目（
野
球
・
卓

球
・
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
・
吹
奏
楽
）を
追
加
し
て
実
施
。

　
国
の
方
針
に
よ
り
令
和
６
年
秋
、健
康
保
険
証
が
廃

止
さ
れ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。個
人
番
号
を
利
用
し
た
医
療
給
付
等
資

格
確
認
の
情
報
連
携
を
行
う
た
め
の
条
例
改
正
。

　
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
行
き
届
い
た
教
育
を
行

う
た
め
に
、
定
数
改
善
計
画
の
早
期
策
定
・
実
施
と

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
、
国
庫
負
担
率

２
分
の
１
復
元
に
む
け
て
の
予
算
を
要
望
。

PickUp
1

PickUp
2

PickUp
3


